
主　　　　　文
１　原判決を次のとおり変更する。

(1)　控訴人は，被控訴人Ａに対し金６２５５万１８２５円，同Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，
同Ｅに対し，各金１５６１万２９５６円及びこれらの各金員に対する平成９
年５月１６日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2)　被控訴人らのその余の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その９を控訴人の，その余

を被控訴人らの各負担とする。
３　この判決の１項(1)は，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　控訴の趣旨

１　原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２　同部分に係る被控訴人らの請求を棄却する。

第２　事案の概要
１　原判決の引用

　本件の事案の概要は，原判決「事実及び理由」第２（２頁１６行目から４頁１行目
まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３頁１０行目を
「(1)　Ｆは自賠法３条にいう『他人』に当たるか」に改める。

２　当審補足主張
【控訴人】
(1)　自賠法３条の「他人」であることの立証責任について

　原判決は，Ｆが自賠法３条にいう「他人」に該当しないことの主張立証責任は被
告（運行供用者）側にあると判断している。しかし，同条にいう「他人」とは，自己
のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以
外の者をいうところ，被害者が「他人」であることは，自賠法３条に基づく損害賠
償請求権の根拠となる請求原因事実である。自賠法は，民法７０９条の過失の
立証責任を転換したものであるが，その他の要件（他人であること，因果関係）
の立証責任を転換したものではない。したがって，原判決のいうように運転者が
Ｆであるかどうかが証拠上確定できないとしたら，Ｆは「他人」ではないことにな
る。

(2)　本件事故の際の運転者について
　Ｆは運転していなかったという原判決の事実認定は誤りである。
　本件車両が転落した岸壁には車止めがある。したがって，海に落下したこと自
体不自然である。また，車止めによって相当の衝撃があるはずであるから，海に
落下しそうになっていることは直ちに分かり，脱出も容易なはずである。また，自
動車は，海に落下しても直ちに沈むものではなく，しばらく浮いているものであ
る。にもかかわらず，何故２人とも死亡したのか疑問であり，不自然である。
　また，Ｆは，本件事故当時眼鏡をしていなかったと窺える。しかし，自動車運転
の適性条件としての視力は，一眼でそれぞれ０・３以上，両眼で０・７以上とされ
ているところ，Ｆの視力は，右０・２，左０・５であって，両眼については不明である
が，眼鏡なしで運転ができないわけではない。そして，本件では本件車両が約１
５㎝の車止めを乗り越えて海に落ちたと考えられるのであって，そのような車止
めに気付かないで海に転落するということは，よほどの不注意か，視力が劣る者
が運転していたと考えられる。この一事をもってしても，視力の劣るＦが運転して
いたと考える方が自然である。

(3)　仮に，本件事故当時本件車両を運転していたのがＧであったとしても，Ｆは共
同運行供用者であって「他人」には該当しない。
　すなわち，ＦとＧは，私用で，かつ，共同目的で本件車両を使用していたのであ
るから，共同運行供用者である。そして，Ｆは，控訴人よりも本件車両の運行に
ついて直接的，顕在的，具体的であるから，控訴人に対して他人であることを主
張できない。

(4)　ＦとＧとは，控訴人の営業や仕事とは全く無関係な私用のために本件車両を使
用していたのであるから，このような場合に，Ｆが他人であると主張して控訴人に
対して損害賠償を請求することは信義則に反し，権利の濫用でもある。

【被控訴人ら】
(1)　自賠法３条の「他人」であることの立証責任について

　自賠法３条にいう「他人」に該当しないことの主張立証責任が被告（運行供用
者）側にあると解すべきことは，多数の裁判例によっても示されているとおり明ら



かである。
(2)　本件事故の際の運転者について

　本件事故当時本件車両を運転したのがＦであるとする根拠として控訴人の主
張するところは，Ｇの自宅から事故現場がそう遠い距離ではないことであるが，
運転者を特定するための根拠としてはあまりに薄弱である。むしろ，Ｆの自動車
内にダンスシューズ，バッグ，眼鏡が置かれていた事実にかんがみると，ダンス
のための往復の運転とＧの自宅に到着後の運転は明白に切断される事情が存
し，Ｇの自宅に到着した時点でＦは本件車両の運転を終了し，自車に乗り換えよ
うとしていたことが窺える。このような事情の下でＦが本件車両の運転を継続して
いたとは考え難い。

(3)　Ｆは，本件事故当時眼鏡を着用していなかった。自動車運転に際し，視力０・６
以下では眼鏡なしでは十分に物が見えず運転に危険を感ずるというのが近視者
の一般的な意見である。たとえ近距離であっても，同人において夜間に眼鏡なし
で運転したとは考え難い。

(4)　控訴人は，事故状況における不自然さを主張するが，その主張する事実によ
っては運転者を特定することはできない。

第３　争点に対する判断
１　争点(1)（Ｆは自賠法３条にいう「他人」に当たるか）について

(1)　自賠法３条は，自己のために自動車を運行の用に供する者（運行供用者）は，
その運行によって「他人」の生命又は身体を害したときは，これによって生じた損
害を賠償する責に任ずると規定している。ここでいう「他人」とは，運行供用者及
び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいう（最高裁昭和３７年１２月１４日
第二小法廷判決・民集１６巻１２号２４０７頁，同４２年９月２９日第二小法廷判決・
裁判集民事８８号６２９頁，同４７年５月３０日第三小法廷判決・民集２６巻４号８９
８頁）。

(2)　本件事故当時，本件車両にＦ及びＧが乗車していたことは当事者間に争いが
ない。そして，仮に，当時Ｆが本件車両を運転していたとすれば，Ｆは自賠法３条
所定の「他人」には当たらず，したがって控訴人は運行供用者としての責任を負
わないことになる。
　ところで，Ｆが運行供用者又は運転者に該当し，同条にいう「他人」に該当しな
いことの主張立証責任は，本訴において賠償義務者とされている者すなわち控
訴人が負担するというべきである。その理由は次のとおりである。
ア　自賠法３条は，「自己のために自動車を運行の用に供する者は，その運行に

よって他人の生命又は身体を害したときは，これによって生じた損害を賠償す
る責に任ずる。ただし，自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らな
かったこと，被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並
びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したとき
は，この限りでない。」と規定している。
　同条は，本文において権利根拠規定を，ただし書で権利障害規定を定めると
いう体裁をとっているから，本文に記載されている「他人」であるという要件も，
権利根拠規定すなわち同条に基づく損害賠償請求権の存在を主張する被害
者側が「他人」であることの主張立証責任を負うようにみえる。

イ　しかしながら，自賠法３条にいう「他人」とは，前示のとおり運行供用者及び当
該自動車の運転者を除くその他の者をいうのであって，運行供用者であること
及び当該自動車の運転者である場合には他人性を欠如するが，それに該当し
ない以上は当然に「他人」に該当するものとしていると解するのが相当である。
すなわち，同条は，自動車損害賠償保障保険制度の前提として，運行供用者
を賠償義務者と定め，その自動車の運行によって生命又は身体を害された者
を原則的に賠償権利者とした上で，運行供用者及び当該自動車の運転者に
当たる者を賠償権利者から除外するという構造を持つものといえる。このよう
な自賠法３条の構造に照らせば，被害者が運行供用者であることあるいは当
該自動車の運転者であることは，他人性を阻却する事由として，その主張立証
責任も賠償義務者側にあると解すべきことになる。

ウ　また，自賠法１条は，同法の第１の目的として「被害者の保護」を挙げてい
る。上記イのような解釈は，同法の上記目的に合致するものといえる。仮に，
被害者が「他人」であることの主張立証責任を賠償権利者に負わせた場合，
同乗者のいずれが運転者であったかが不明の場合，同乗者のいずれもが同
法３条に基づく損害賠償を受けられないことになるが，これは上記自賠法の目



的に照らし相当でない。
(3)　そこで，このことを前提に，本件事故当時Ｆが本件車両を運転していたか否か

について検討する。この点に関し，当裁判所の認定した事実は，次のとおり補正
するほか，原判決「事実及び理由」第３の１(1)(４頁４行目から６頁３行目まで)と
同じであるから，これを引用する。
ア　原判決５頁６行目の冒頭に「，Ｈの刻印のある印鑑」を加える。
イ　同頁１２行目の「甲２４」を「甲２４，２６，乙２」に改める。
ウ　同頁１７行目，１９行目及び２２行目の各「本件車両」の前にそれぞれ「Ｆの運

転する」を加える。
エ　同６頁２行目の「車内を見ると」の次に「，Ｆの眼鏡」を加える。

(4)　上記(3)で原判決を補正しながら引用して示した事実によれば，ＦとＧは，平成９
年５月１６日午後１０時ころに本件車両に乗車してＧの自宅を出た後に消息を絶
ち，その後の消息は全く不明となっている。本件車両及び両名の遺体の発見状
況からして，両名が本件車両に乗車中，本件事故により死亡したことは間違いな
いものと認められるが，両名が，いかなる動機，目的の下に，いかなる経路を辿
り，またどれほどの時間が経過した後に本件事故現場に至り，どのような態様で
岸壁から転落して死亡するに至ったのかは，本件証拠上不明であるといわざる
を得ない。
　もっとも，前記同日にＦとＧが，ダンス仲間１名とともにダンスのレッスン会場で
の指導あるいはその補助のためにａ市内からｂ町の集会場まで本件車両で往復
した際及び上記ダンス仲間の下車後，Ｇの自宅に一旦赴いた際に本件車両を運
転していたのはＦであると認められる。しかし，Ｇはその後自宅に一旦戻ってお
り，同所に駐車してあったＦの自動車内にＦの眼鏡やダンスバッグ，ダンスシュー
ズと着替えが残されていたことからすれば，Ｆも本件車両から荷物を積み替える
ために一旦は本件車両を降りたことが推認される。そして，本件車両が同所を出
発する際にＦ又はＧのいずれが本件車両を運転していたかという点について，目
撃証言等的確な証拠はない。本件車両がＧの自宅に到着した際にＦが同車両を
運転していたからといって，その後もＦが運転していたとたやすく推認できるわけ
ではないし，まして，本件では，上記のとおり，本件車両に乗車した両名がいかな
る経路を辿り，どれほどの時間が経過した後に本件事故現場に至ったかや，本
件事故の具体的状況については全く不明なのであるから，上記事実のみから本
件事故当時本件車両を運転していたのがＦであると推認することはできない。
　また，逆に，本件事故当時本件車両を運転していたのがＧであると認めるに足
りる証拠もない。被控訴人らは，Ｆは眼鏡を自車に置いたまま本件車両に乗車し
ていたものであり，同人の視力に照らして同人が本件事故当時本件車両を運転
していたことはあり得ないと主張するが，海中で発見された本件車両内に眼鏡が
遺留されていない一方，Ｇの自宅近くの駐車場にあったＦの自動車には眼鏡が
あったことから，直ちにＦが本件事故当時眼鏡を着用しておらず，したがって，Ｇ
の自宅を出た後，Ｆが本件車両を運転していたことがあり得ないとまで断定する
ことはできない（被控訴人Ａは，Ｆの持っていた眼鏡は１つだけであると供述する
が，これを裏付ける確たる証拠はない。）。そして，他に，本件車両の運転者がＦ
であるか，Ｇであるかを断定するに足りる証拠はない。
　以上の事実に照らせば，本件事故当時Ｆが本件車両を運転していたかどうか
は不明というほかなく，前示の立証責任の所在に照らし，Ｆは，自賠法３条所定
の「他人」に該当するということになる。

(5)　控訴人は，仮に，本件事故当時本件車両を運転していたのがＧであったとして
も，Ｆは共同運行供用者であって「他人」には該当しないと主張する。
　しかし，控訴人が本件車両を所有し，自己のために運行の用に供していたこと
は当事者間に争いがない。そして，証拠（丙４，証人Ｉ）及び弁論の全趣旨によれ
ば，Ｇは，控訴人代表者Ｈの子であり，父の経営する控訴人を手伝い，控訴人か
ら給料月額２０万円程度をもらっていたことが認められる。同事実によれば，本件
車両は，Ｇが，父が控訴人代表者であり，控訴人の手伝いをしていた関係で，同
代表者の承認を得て使用していたものと推認できる。また，上記(3)で原判決を補
正しながら引用して示したとおり，Ｆは，平成９年５月１６日午後７時ころから，ダン
スのレッスン会場での指導等のために，ａ市とｂ町を行き来し，その際Ｇほか１名
を同乗させて本件車両を運転していたものである。しかし，Ｆの同運転は，同日，
レッスン会場に行き来する際，Ｇから一時的に依頼されたものと解する余地が多
分にある。しかも，本件事故はレッスン会場への行き来の際のものではなく，一



旦帰宅した後のものであり，前示のとおり，同日，ＦとＧが消息を絶って以後本件
事故が発生するまでの間，同人らのいずれが本件車両を運転し，どのような動
機・目的の下に本件車両を運転したのか，どのような経路を辿って本件事故現場
に至り，どのような態様で本件事故に至ったかは本件証拠上明らかではないの
である。
　ところで，被害者が自賠法３条にいう「他人」に当たらないと評価される共同運
行供用者に該当することについては，賠償義務者とされている者が主張立証責
任を負うことは，前示(2)の説示の趣旨に照らし明らかである。しかるところ，上記
のとおり，本件全証拠をもってしても，Ｆが「他人」に当たらないと評価される共同
運行供用者に該当すると判断し得るような事情を認めるに足りない。
　したがって，控訴人の上記主張は採用できない。

(6)　また，控訴人は，本件請求が信義則に反し権利の濫用に当たるとも主張する
が，いうような私用運転の場合であってもその同乗者からの賠償請求が一律に
不当であるとはいえない上，(5)のとおり運行の実態は不明であることにかんがみ
ると，控訴人の上記主張を採用することはできない。

２　争点(2)（損害額）について
(1)　Ｆの死亡による逸失利益

　証拠（甲１，５，６ないし１９号証〔各枝番を含む。〕）によれば，Ｆは，本件事故当
時満４９歳であって，株式会社Ｊ製薬工場に勤務して，本件事故前の平成８年５
月から平成９年４月までの１年間に１１１２万１６００円の収入を得ていたことが認
められる。してみると，Ｆは，本件事故に遭わなければ，その後同社を定年退職
するに至るまで同額を下らない収入を得ることができたというべきである。同社の
定年退職時期を認めるに足りる的確な証拠はないが，一般的な企業における定
年年齢が満６５歳までであることは公知の事実であるから，上記年収額を得られ
る期間は死亡後１６年間と認めるのが相当である。そして，その後６７歳に至るま
での２年間は賃金センサス平成１０年第１巻第１表産業計の平均賃金額（３５７万
３７００円）相当の年収を得られたものと認められる。いずれも，生活費として収入
の３０％を控除した上，同期間に対応するライプニッツ係数を乗じて中間利息を
控除すると，次の計算式のとおり，となる（円未満切捨て）。
　計算式　11,121,600×(1-0.3)×10.8377＝84,372,795

3,573,700×(1-0.3)×(11.6895-10.8377)＝2,130,854
　　合計　86,503,649円

(2)　慰謝料
　本件に現れた一切の事情を総合すれば，Ｆの死亡による慰謝料は２６００万円
が相当である。

(3)　葬儀費用
　証拠（甲２０ないし２３号証）及び弁論の全趣旨によれば，本件事故と相当因果
関係のある葬儀費用は１２０万円と認められる。

(4)　合計
　以上によれば，Ｆの相続人である被控訴人らが控訴人に対して請求しうる総損
害額は１億１３７０万３６４９円となり，これを法定相続分に従って分割すると，被
控訴人Ａにつき５６８５万１８２５円，その余の被控訴人らにつきそれぞれ１４２１
万２９５６円となる。

(5)　弁護士費用
　本件事案の内容，認容額等に照らし，本件事故と相当因果関係のある被控訴
人らの弁護士費用相当の損害額は，１１３０万円（被控訴人Ａにつき５７０万，そ
の余の被控訴人らにつき各１４０万円）と認めるのが相当である。

３　結論
　以上の次第で，被控訴人らの本件請求は，被控訴人Ａにつき金６２５５万１８２５
円，その余の被控訴人らにつきそれぞれ金１５６１万２９５６円及びこれらの各金員
に対する本件事故日である平成９年５月１６日から各支払済みに至るまで民法所
定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理
由がない。よって，これと異なる原判決を上記のとおり変更することとし，主文のと
おり判決する。
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